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検討状況（生活困窮者自立支援制度、生活保護制度の一体的見直し）検討状況（生活困窮者自立支援制度、生活保護制度の一体的見直し）

○ 生活困窮者等の自立支援を強化する等の観点から、本年５月より、社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活
保護部会」において検討中。９月から第２ラウンドの議論を開始。本年中に結論とりまとめ予定

○ 生活保護基準の改定については、社会保障審議会「生活保護基準部会」において検討中
本年中に結論とりまとめ、来年度予算に反映予定

生活困窮者自立支援制度の見直しに関する検討状況
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○ 家計表等を活用し、本人を含む世帯全体の家計収支等に関する課題の評価・分析（アセスメント）し、状況

に応じた家計再生プランを作成。

具体的な支援業務として、

① 家計管理に関する支援（家計表等の作成支援、出納管理等の支援）

② 滞納（家賃、税金、公共料金等）の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援

③ 債務整理に関する支援（多重債務者相談窓口との連携等）

④ 貸付のあっせん 等を行う。

事業の概要

○ 自力で家計管理できるようになり、世帯としての家計基盤が整うことにより、将来の収支変動にも
対応可能に。

○ 滞納している税・公共料金等や債務等を解消することにより、生活が安定。

期待される効果

家計相談支援事業について

支援の流れとねらい

１．世帯の家計の見える化
（相談時家計表の作成）

２．月単位又は数年先の家計推移の見通し
を立て、家計計画を検討
（家計計画表・キャッシュフロー表の作成）

３．継続面談を通じたモニタリング

・・・収支を把握し本人自ら「いくら足りないか」に気づく

・・・家計相談支援員とのやりとりの中で「何を増やし、何を
減らすか」を本人が自分で考え、見通しを立てる（各種
給付制度の利用や契約の見直し等については支援員
がアドバイス）

・・・本人が自力で家計管理できるようになるまでの支援

【
基
本
的
な
形
】

【本人の状況に応じて組み込む支援】滞納している税・公共料金等や債務の分納・償還、貸付のあっせん等

2



１－２ 任意事業の実施状況 （都道府県別の実施割合（※実施予定を含む））
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○ 家計相談支援事業の実施自治体は着実に増加してきているが、都道府県別の状況をみると大きなバラツキが見受けられる。

家計相談支援事業の実施状況



世帯の家計を取り巻く状況①（多重債務問題）

○ 貸金業法の改正（※）や多重債務問題改善プログラム（平成１９年４月２０日多重債務者対策本部決定）に
よる取組などにより、多重債務者状態にある者は減少しているものの、平成２８年度においても５件以上の無
担保保証貸入の残高がある人数が約９万人に上るなど、依然として多重債務状態にある者が存在する。
（※）貸付の総量規制の導入等を実施

無担保無保証借入の動向

4（出典） （株）日本信用情報機構



○ 継続的支援対象者の約９６％が、家計面に何らかの課題を抱えている。

平成２８年５月新規相談受付分の継続的支援対象者の経済的困窮の状況
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世帯の家計を取り巻く状況②（経済的困窮の状況）



○ 「新たな評価指標」の平成２８年５月新規相談のうちの継続的支援対象者について、家計相談支援事業の
利用の有無別に、支援当初約６ヶ月（初回チェック時から第３回チェック時まで）でのステップアップ状況を見
ると以下のとおり。
○ 「②経済的困窮の改善に関する状況」に関して、家計相談支援事業の効果が大きく現れている。

家計相談支援事業の効果①

6

新たな評価指標（H28.5新規相談分）における初回から第３回の比較（家計相談支援事業利用の利用の有無別）

（出典）新たな評価指標による調査（n=4,410）



家計相談支援事業の
支援決定件数 ９８件

千葉県千葉市 人口約９７．４万人 ※家計相談支援事業は委託により実施
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家計相談支援事業の効果②

• 市県民税、所得税、国保料、介護保険
料、固定資産税の滞納が１９件

• このうち、家計相談支援事業の支援に
より返済計画を立てた金額が３９４万
円

熊本県阿蘇市 人口約 ２．７万人 ※家計相談支援事業は委託により実施

家計相談支援事業の
支援決定件数 ４２件

• 市県民税、国民健康保険税、保育料、公
営住宅家賃等の滞納が１０件

• このうち、家計相談支援事業の支援によ
り返済計画を立てた金額が２７０万円

• 平成２９年３月時点での、納税・納付済
み額が４９万円

家計相談支援事業の
支援決定件数２２８件

• 国民健康保険料の滞納が７２件
• このうち、家計相談支援事業の支援に

より分納計画を立てた件数が４１件
• 平成２８年年度末での、納付済み額は

２８１万円

福岡県久留米市 人口約３０．６万人 ※家計相談支援事業は委託により実施

平成２８年４月～平成２９年３月

平成２８年４月～平成２９年３月

平成２８年４月～平成２９年３月
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（n=258）

（出典）平成28年度自立相談支援事業等実績調査
（H29.5.22時点で回答のあった842自治体の暫定集計数による
データであり、確定値ではない）

○ 事業利用による効果として、９割超の自治体が「債務・滞納の解消に役立った」ことを挙げている。

○ 特に自治体が有する債権については、家計相談支援事業の利用による滞納の解消を金額ベースで把握す
ることも可能であり、効果の「見える化」が期待できる。

１．事業利用による効果 ２．効果の定量的な把握



○ 家計相談支援事業と、自立相談支援事業における家計面の支援を比較すると、「レシート等による大まかな
支出把握とアドバイス」、「ひと月単位の家計の把握とアドバイス」、「具体的な収入目標を設定しての就労支
援」、「数年先までの将来の生活の見通しの作成」については、家計相談支援事業における実施率が高くなっ
ており、家計相談支援事業の専門性が表れている。

家計相談支援事業に関する状況①

8（出典）平成28年度自立相談支援事業等実績調査（H29.5.22時点で回答のあった842自治体の暫定集計数によるデータであり、確定値ではない）。
家計相談支援事業、自立相談支援事業（家計相談支援事業未実施自治体におけるもの）について実施していると回答のあった支援内容を集計。



家計相談支援事業に関する状況②

○ 家計相談支援事業未実施自治体のうち約７割の自治体においては、利用ニーズがあるとしながらも事業化
できない・しないとされている。

○ こうした自治体でも相談者の家計相談支援のニーズは存在し、「非常に多い」「多い」とする自治体で約７割
を占めるが、専門的な支援を要するケースも含め、自立相談支援事業で対応せざるをえない現状にある。

9（出典）いずれも平成28年度自立相談支援事業等実績調査
（H29.5.22時点で回答のあった842自治体の暫定集計数によるデータであり、確定値ではない）



制度を取り巻く状況（年金担保貸付事業廃止）

４月 行政刷新会議事業仕分けの評決
・全社協の貸付制度、生活資金の融資などセーフティネットを十分用意した上で基本的には廃止する旨の評決

12月 独立行政法人の事務・事業の見直し方針（閣議決定）
・事業を廃止することとし、十分な代替措置の検討を早急に進め、具体的な工程表を平成22年度中に作成するとともに、現行
制度における貸付限度の引き下げ等による事業規模の縮減方針を年内に取りまとめる。

３月 「年金担保貸付制度の廃止に向けた今後の対応方針」（厚労省）
・平成２３年度においては、貸付限度額の引き下げ、生活保護とのリピーター対策の強化、他制度周知の徹底。
・平成２４年度においては、主たる代替措置である生活福祉資金貸付制度の今後の予算規模や実施体制等を見極めつつ、廃止に
向けた検討を行い、具体的な計画を立案。

12月 年金担保貸付制度について、貸付限度額の引き下げ等を実施

３月 「年金担保貸付事業廃止計画」（厚労省）
・年金を担保にした安易な借り入れを許容する本事業は廃止。
・その際、真に必要となる資金需要については、社協が実施する低所得者世帯向けの生活福祉資金貸付制度が主たる代替措置と
されている。
・生活福祉資金貸付制度の予算規模や実施体制等からすると、現時点の年金担保貸付事業をそのまま代替することは困難。
・今後、年金担保貸付事業の段階的な縮減等を行い、これに伴いどの程度生活福祉資金貸付制度の利用者が増加するかを把握
し、必要な措置を講じる必要。

・年金担保貸付事業の円滑な廃止に向けて、事業規模縮小等の措置を段階的に進め、これらの措置の進捗状況を踏まえ、具体的
な廃止時期を判断。

27年
12月 年金担保貸付制度について、貸付限度額の引き下げ等を実施

４月 独立行政法人改革推進法の附帯決議
・独立行政法人福祉医療機構については、（中略）。また、廃止することが閣議決定されている年金担保貸付事業については、
必要な代替措置を講じた上で廃止すること。

22年

23年

25年

26年
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年金担保貸付制度と生活福祉資金貸付制度の比較

○ 年金担保貸付の受付窓口は約２０，０００店舗（受託金融機関）と生活福祉資金貸付の約２，０００か所（市区町村社
協）を大きく上回っている。年金担保貸付の利用件数や年間貸付額の規模は、生活福祉資金貸付の３～４倍。

年金担保貸付制度 生活福祉資金貸付制度

法的根拠等 独立行政法人 福祉医療機構法
（平成14年法律第166号）

生活福祉資金貸付制度要綱
（平成21年7月28日厚生労働事務次官通知）

制度趣旨 厚生年金保険法及び国民年金法に基づく年金たる給
付の受給権者に対し、その受給権を担保として小口の
資金の貸付けを行う。

低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付けと
必要な援助指導を行うことにより、経済的自立等を図り、
安定した生活を送れるようにする。

実施主体 独立行政法人福祉医療機構 都道府県社会福祉協議会（市区町村社会福祉協議会）

受付窓口 受託金融機関（約20,000店舗） 市区町村社会福祉協議会（約1,800か所）

貸付対象者 国民年金及び厚生年金保険の受給者 低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯

貸付限度額 次のうち最も低い額
年金額の0.8倍以内/各年金支払期の返済額の15倍
以内/200万円（生活必需品は80万円）

福祉資金の場合
（１）福祉費：10万円～580万円以内（資金目的によって異なる）
（２）緊急小口資金：10万円以内

償還方法
原則、定額返済額の15倍≒約2年6か月以内

福祉資金の場合
（１）福祉費20年以内（資金目的によって異なる）
（２）緊急小口資金 12か月以内

償還期間 元利均等償還 原則、元利均等償還

貸付利率 1.9％ 原則、無利子（保証人なしの場合1.5％）

利用件数 91,221件 29,782件

年間貸付額 494.5億円 152.3億円 11



○ 平成２３年１２月及び平成２６年１２月の２回にわたる貸付限度額の引き下げ等により、貸付件数、貸付金
額ともに縮減傾向にある。

○ 平成２８年度の使途別の実績をみると貸付件数、貸付金額ともに「生活必需物品の購入」がもっとも多く、
件数は全体の３６．１％、金額は２９．３％を占めている。

年金担保貸付事業の貸付状況（年次推移・使途別実績）
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年金担保貸付事業の実施状況

○ 貸付の利用回数については、「初めて」の者が２７．０％、「２回以上」の者が７３．０％となっている。
○ 貸付を完済した後に再度利用した理由については、「臨時の出費（冠婚葬祭、入院等）が重なってしまった
から」と回答した者が３２．１％と最も多く、次いで「年金収入だけでは生活費を賄うことができないから」が
２６．０％、「負債の返済や支払が滞ったから」が１８．３％となっている。
○ 年金担保貸付制度がないとした場合、「支出を抑えることができない」と回答した者は７０．８％となっている。

（出典）年金担保貸付に関するアンケート調査（平成28年独立行政法人福祉医療機構）13

N=3,883

２．年金担保貸付の完済後に再度利用した理由

１．利用回数

N=2,219

３．年金担保貸付が廃止に
なった場合の対応

N=3,481



生活困窮者自立支援制度に関する論点整理（案）概要

１．生活困窮者の定義や目指すべき理念

○ 多様な関係者の間で共有を図るために明確化

２．就労準備支援事業と家計相談支援事業の強化

○ 全国的に実施する必要性とそのための方策をどう考えるか

○ 自立相談支援事業と、任意事業である就労準備支援事業や家計相談支援事業を併せて実施する場合に、より効果的・効率
的な支援とするにはどのような工夫が必要か

１

３．自立相談支援事業に他機関から相談をつなげるための仕組み

○ 自立相談支援機関と関係する機関(例：税、国保、公営住宅、学校等）からの利用勧奨のあり方
○ 生活困窮に関する情報を持つ関係者間で、個人情報を共有する仕組みのあり方
○ 自立相談支援事業における人員配置のあり方

４．支援メニューの充実

○ 就労準備支援事業 ：年齢要件、資産・収入要件、事業における交通費の支給、利用期間のあり方
○ 認定就労訓練事業 ：認定手続きに市等が関わる仕組み、経済的インセンティブの活用、事業者に対する支援ノ

ウハウの支援、準備申請手続き関係の簡素化などの運用における必要な見直し
○ 就労支援 ：福祉部門と労働部門（都道府県労働局、自治体労働関係部局）との更なる連携強化
○ 子どもの学習支援事業：学習支援のほか、生活習慣・環境の向上等に向けた支援のあり方

：学習支援を含めた子どもの貧困対策について、福祉部局と教育委員会との更なる連携
○ 生活福祉資金 ：償還の確保を前提としつつ、機動的・迅速な貸付が行えるよう、運用面で必要な見直し
○ 居住支援 ：施設ほどではない支援や見守りの提供が求められる中、どのような支援が必要か

５．都道府県等の役割

○ 都道府県による市等に対する支援（例えば、研修、事業実施の支援、相談員等のネットワークづくり等）のあり方
○ 希望する町村は一次的な自立相談支援事業の機能を担い、都道府県と連携して対応できるようにしてはどうか

平成２９年１１月１６日
社会保障審議会生活困窮者自立支援
及び生活保護部会資料より抜粋
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【 家計相談支援事業の全国での実施について 】

○ 家計の状況が把握できない人や中長期的な生活設計を立てた上で日々の生活を組み立てることが難しい人は、規模の小さ
い自治体も含めてどの自治体にも存在する。

○ 家計相談支援は、こうした人たちに対し、家計に関する課題のより踏み込んだ相談に応じ、相談者とともに家計の状況を明ら

かにして生活の再生に向けた意欲を引き出した上で、将来の見通しの中で自ら家計管理できるようになるといった専門性を有
するものであり、家計に関する一般的なアドバイスや各種給付の利用調整、多重債務解消のための手続きの支援を中心とした
自立相談支援で行うことができている家計面の支援とは専門性やアプローチが異なるものである。

○ もとより、家計相談支援の機能もソーシャルワークの一環であり、自立相談支援と家計相談支援には連続性があるが、上記
のような専門性を伴った支援が真に必要となる場合には、自立相談支援事業の中では行いにくい状況である。

○ 高齢の生活困窮者については、収入が年金に固定されている中で家計をどう考えていくかが必要であり、年金担保貸付事業

の廃止に伴い、他で借金を重ねることのないよう、また貸付がなくても家計を維持できるようにする観点からも、細やかな対応
が必要である。高齢期に至っての生活困窮を防ぐ観点も重要である。

○ 子どもがいる生活困窮の世帯については、将来の進学費用等、今後数年の間に予想される出費に備えるため、数年先の収
支を見通した上で、現在の家計状況を踏まえた貯蓄等が必要であり、細やかな対応が必要である。

○ このような観点から、生活困窮者の個々の状況に応じた総合的な資金計画に係る相談に細やかに対応していくための方策
について検討していくことが重要である。

○ こうした支援は全国どの地域でも提供されるべきであるとの観点から、家計相談支援事業を必須化すべきという意見が多か

った一方で、地域によっては、需要が少なかったり、マンパワーや委託事業者の不足といった実情もある。（就労準備支援事業
における課題と同じ課題）

家計相談支援事業に関する論点整理案①
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○ 家計相談支援事業のあり方としては、自治体の規模、実際に求められる専門的なニーズの質や量に応じ、都道府県内の複
数の自治体で効果的・効率的に事業を実施するといった工夫も検討され得る。

○ また、就労による自立を目指す生活保護受給者については、生活保護受給中から家計管理のスキルを身につけ、円滑に安

定した家計管理に移行することにより、自立後に、再び生活保護の受給に至ることを防止することや、高校卒業後に進学する
子どもがいる世帯が進学費用等を用意する際に相談支援を検討することが考えられる。

家計相談支援事業に関する論点整理案②
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〈就労準備支援及び家計相談支援事業について〉

○ 就労準備支援事業及び家計相談支援事業について、全国的に実施する必要性とそのための方策をどう考
えるか。
○ 自立相談支援事業と、任意事業である就労準備支援事業や家計相談支援事業を併せて実施する場合
に、より効果的・効率的な支援とするにはどのような工夫が必要か。
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